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持ち物

持ち物

妊産婦医療費助成事業

デジタルこども手帳
「てくてく」を

ぜひご利用ください！
（無料）
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見附市図書館
学校町 1-3-43
TEL 62-3759 
FAX　62-3740

持ち物

えほん券引換場所・
お問い合わせ先

1. こども課子育て応援係
TEL　62-1700

2. 保健福祉センター
健康福祉課障害福祉係
TEL　61-1380

交付場所

1. こども課子育て応援係
2. 健康福祉課障害福祉係
3. 新潟県障害福祉課  または
各地域振興局健康福祉(環境)部

▼※以下に郵送も可
新潟県福祉保健部障害福祉課
計画推進係
〒950-8570
新潟市中央区新光町 4-1

▼※申請書はこちらからも
ダウンロードできます

申請場所

新潟県思いやり
駐車場制度

スマイルみっけ

LINE友だち登録

子育て応援カード

●
見
附
市
図
書
館

〇
見
附
小

〇
警
察
署

〇
市
役
所

〇
消
防
署

市立病院
   〇
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　産前・産後のからだのことや育児のこと 、なんでもお気軽にご相談ください。

持ち物

＜一部負担金＞

出産応援ギフト

子育て応援ギフト

５万円

５万円
（新生児 1人当たり）

妊娠届出時に申請

新生児・産婦訪問で
申請書をお渡しします

出産・子育て応援ギフト

持ち物

不妊治療費助成

不育症医療費助成

の相談窓口です妊娠・出産・子育て

妊 娠 子育て産 後

問い合わせ　
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時   期

　月 産婦健診 ２週間健診 １か月健診

自分や

家族で

すること

自分や

家族で

すること

お仕事

の関係

妊婦検診
相談会

初 期 中 期 後 期

４週間に１回 2週間に１回 1週間に１回

２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ７か月 ８か月 ９か月 １０か月

週　数 乳幼児健診4～７週 ８～11週 12～15週 16～19週 20～23週 24～27週 28～31週 32～35週 36～40週

出産までのスケジュール 出産後のスケジュール

□母子健康手帳と妊産婦健診受診

券を受け取る

□妊娠届出後の面談を受ける

□見附市公式LINE・デジタルこど

も手帳「てくてく」を登録する

□出産する病院を決めて、予約を

する

□お酒、たばこをやめる

□家族や周囲の人に近くで喫煙し

ないように配慮してもらう

□里帰り出産をするか決める

□妊娠中の食事や生活について情

報収集

□希望者は産前の面
談を受ける
□産前・産後のサービ
ス(産後ケアなど)に
ついて利用を検討
する
□上の子の出産時の体
制を考える（パートナ
ーの育児休暇取得、
一時預かり、ファミリ
ーサポート等）
□入院セットを準備す
る
□出産時の連絡先リス
トを作る（産院・タク
シーなど）
□産後の生活をイメー
ジし、自宅の環境を
整える

□育児グッズを準備する

□市や産院のパパママ学級・沐浴教室に参

加する

□プレママおはなし会に参加する

□MOM UP PARK by 健幸スマイルスタジオに

参加する

□産後の家事・育児の分担を家族で話し合う

□近所の小児科や地域の交流の子育て支援セ

ンターなどの情報を集め、足を運んでみる

□里帰り出産の場合は産院を決める

□７か月頃、出産・子育て応援ギフト「支援レタ

ー」が届く

※アンケートに回答する

※面談を希望する場合、右の

QRコードから予約する

面談予約
サイトは
こちら
▼

〈利用できる サポート〉
□来所・オンライン相談　 □ 電話相談　 □ 妊婦訪問 □ パパママ学級・沐浴教室
□プレママおはなし会　※それ以外の子育て支援事業については、本誌（みつけ子育てガイド）をご覧ください

ぜひ、「ネウボラ
みつけ」をご利用ください

□出産予定日を会社に伝える

●妊娠中の働き方（時間外労働、休日労働、深夜業の制限など）の希望を伝え、相談する

□体調が悪い場合は、医師や助産師に相談し、｢母性健康管理指導事項連絡カード」を勤務先に提出する

□妊婦健診を受けるための時間が必要な場合は会社に申請する

□産休について、会社に報告し、取得する（出産後の働き方の希望を伝える）

□育休について家族で話し合い、会社へ申請する
～産後パパ育休も創設されました～

□仕事の引き継ぎの準備をする

お仕事

の関係

□出産後、慣らし保育期間などを踏まえて、職場復帰の時期を改めて検討する

□保育所の情報を集め、足を運んでみる→ 利用申込みをする

□育児休業給付金を申請する（原則会社経由）

□産前産後の社会保険料（健康保険・厚生年金）の免除を申し出る（原則会社経由）

　（※）出産前に申請をすることも可能です。

□育児休業取得中の社会保険料（健康保険・厚生年金）の免除を申し出る（原則会社経由）

□職場復帰に向けて家族で育児・家事の分担や働き方を話し合う

□夫婦それぞれが職場復帰後の働き方（短時間勤務や残業免除等）に
ついて会社と相談する

□ファミリー・サポート・センター等の利用を検討する

●ネウボラみつけ・・・見附市保健福祉センター2F〈TEL.0258-63-2860〉
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※妊娠、出産、育児休業等に関してハラスメントを受けた・解雇されたなどのお困りごとはありませんか？

時   期 出 産 1 歳 2 歳

１か月児健診

2～3か月
ママと赤ちゃん相談会 離乳食教室

4か月児健診 7～8か月児健診 1歳6か月児健診

□出産後に必要な手続を行う、経済的な支援を受ける

□新生児・産婦訪問で出産後の面談を受ける
□生後４か月頃までに、出産・子育て応援ギフト「子育て応援ギフト申請書」を提出する
□産後のケアや子育てのサポートを利用する

□かかりつけの小児科を決める・予防接種を予約する
□地域の子育て講座や交流の場（子育て支援センターなど）を利用する

□出生届　□公的医療保険の加入
□児童手当　□児童扶養手当
□子ども医療費助成
□出産育児一時金　□出産手当金
□産前・産後の国民年金保険料の免除（第１号被保険者の方）
▢産前・産後の国民健康保険税の免除（国民健康保険被保険者の方）
□妊産婦医療費助成　□医療費控除

ネウボラみつけ

子育て支援センター

その他

□新生児・産婦訪問　□産後ケア事業（助産師・ヘルパー訪問、日帰り、通所）
□産前・産後サポート事業

□一時預かり　□ファミリー・サポート・センター

□一時保育　□病児・病後児保育室

〈利用できる サポート〉

□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする

～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～

□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする

～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～

□仕事の引き継ぎの準備をする

～産後パパ育休も創設されました～

□仕事の引き継ぎの準備をする

～産後パパ育休も創設されました～

□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする

～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～

□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする

～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～～産後パパ育休も創設されました～

□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする

～産後パパ育休も創設されました～

□□□仕事仕事仕事の引の引の引き継き継き継ぎのぎのぎの準備準備準備をすをすをするるる□仕事の引き継ぎの準備をする

～産後パパ育休も創設されました～

□仕事の引き継ぎの準備をする□仕事の引き継ぎの準備をする

□産□産

右の
こちらこちら
▼
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　「ネウボラ」とは、フィンランド語で「アドバイスの場」という意味です。見附市保健福祉セン

ターで妊娠期から就学前の相談を実施しています。

【妊娠】

【出産】

【育児】

【妊産婦の方や 18 歳未満のお子さんがいる家庭の方など】

例：こどもの発育・発達か心配、子育てがつらい、育児に悩んでい

　る、こどもにイライラしてしまう、登校・登園を渋る、虐待の

　　心配がある・・・など

【地域の方、専門機関の方など】

例：近所でこどもの泣き声や大人の怒鳴り声が頻繁に聞こえる、

　こどもが夜 1 人で家にいる、家族の世話をしている・・・

　など

月～金曜日   8：30 ～ 17：15  （祝日、年末年始を除く）
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パパママ学級

沐浴教室

年６回　午後

月１回　午後

月１回　午前（会
場は、学校町子育
て支援センター）

おおむね産後１か月ま

での赤ちゃんがいるす

べてのご家庭

生後２～５か月の赤
ちゃん（第１子）と
初めて赤ちゃんを育
てている母親

日帰り型

産後ケア事業

予約が必要です。
電話で、ご予約くださ
い。

ヘルパー型
事前に申請が必要
です。
申請は、
・ネウボラみつけ
・こども課子育て応援係
で、受け付けています。

看護型

インファント

（赤ちゃん）

マッサージ

新生児からハイハイ
をするまでの赤ちゃ
んとその親

ママと赤ちゃん

相談会
生後２～３か月の赤
ちゃんがいるご家庭

おおむね 6 歳（就学
前）のお子さんのマ
マ

オンライン参加
も可能です♪

通所型

産後ケア事業




